
鳥取県次世代育成支援対策施設整備費補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下「規則」とい

う ）第４条の規定に基づき、鳥取県次世代育成支援対策施設整備費補助金（以下「本補助金」とい。

う ）の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。。

（交付目的）

第２条 本補助金は、別表の第１欄に掲げる施設の新設、修理、改造、拡張又は整備に要する経費を

補助することにより、次世代育成支援対策を推進することを目的とする。

（補助金の交付）

第３条 県は、前条の目的の達成に資するため、次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱（平成

２０年６月１２日厚生労働省発雇児第０６１２００１号厚生労働事務次官通知の別紙。以下「国交

付要綱」という ）５に掲げる施設整備（以下「対象事業」という ）を行う別表第３欄に掲げる設。 。

置者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

２ 本補助金の対象経費は、国交付要綱の別表１－１、別表１－２、別表１－３、別表３、別表５の

４欄又は別表４の３欄に掲げる経費（以下「補助対象経費」という ）とする。なお、国交付要綱別。

表１－１ 別表１－２ 別表１－３ 別表３ 別表５の４欄又は別表４の３欄の 対象経費 中 工、 、 、 、 「 」 、「

事請負費」とあるのは「工事請負費（県内事業者が施工を行ったものに限る。ただし、止むを得な

い事情で県内事業者への発注が困難と県が認めた場合については、この限りでない 」と 「委託。） 、

費」とあるのは「委託費（県内事業者が施工を行ったものに限る。ただし、止むを得ない事情で県

内事業者への発注が困難と県が認めた場合については、この限りでない 」と、それぞれ読み替え。）

るものとする。

なお、次に掲げる費用については補助の対象としないものとする。

（１）土地の買収又は整地に要する費用

（２）既存建物の買収（既存建物を買収することが建物を新築することにより、効率的であると認

められる場合における当該建物の買収を除く ）に要する費用。

（３）職員の宿舎に要する費用

（４）防犯対策強化に係る整備における、防犯対策強化以外を目的とした整備に要する費用

（５）その他施設整備費として適当と認められない費用

３ 本補助金の額は、補助対象経費（仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税

に相当する額のうち、消費税法(昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消費税額とし

て控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方消

費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ ）を除く ）の実支出額と、総事業費から寄付。 。

金その他の収入額（社会福祉法人の場合は寄付金収入額を除く ）を控除した額とを比較して少ない。

（ 、 「 」 。） （ ，方の額に４分の３ 児童厚生施設については３分の２ 以下 補助率 という を乗じて得た額 １

０００円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額とし、国交付要綱８により算定し、国

から受ける交付金の額に児童厚生施設については２を、それ以外の施設については２分の３を乗じ

て得た額を上限とする。以下「補助金額」という ）以下とする。。

４ 鳥取県産業振興条例（平成２３年１２月鳥取県条例第６８号）の趣旨を踏まえ、補助対象事業の

実施にあたっては、県内事業者への発注に努めなければならない。

（交付申請の時期等）

第４条 本補助金の交付申請は、知事が別に定める日までに行わなければならない。

２ 規則第５条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ様式第１号－

１（ただし、国交付要綱５に掲げる防犯対策強化に係る整備の場合にあっては様式第１号－２）及

び様式第２号によるものとする。

、 、 、３ 本補助金の交付を受けようとする者は 交付申請に当たり 仕入控除税額が明らかでないときは



前条第３項の規定にかかわらず 仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額 以、 （

下「仕入控除税額を含む額」という ）の範囲内で交付申請をすることができる。。

（交付決定の時期等）

第５条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から起算して、知事がその財源に充当する国の

交付金の交付を申請してから当該交付の決定を受けるまでの日数に、原則として２０日を加えた日

数が経過する日までの間に行うものとする。

２ 本補助金等の交付決定通知は、様式第３号によるものとする。

３ 知事は、前条第３項の規定による申請を受けたときは、第３条第３項の規定にかかわらず、仕入

控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入控除税額が

明らかになった後、速やかに、交付決定に係る補助金額（変更された場合は、変更後の額とする。

以下「交付決定額」という ）から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。。

（状況報告）

第６条 本補助金の交付を受ける者（以下「補助事業者」という ）は、対象事業に係る工事に着工し。

たときは、様式第４号による報告書を着工した日から５日以内に知事に提出しなければならない。

２ 補助事業者は、対象事業が交付決定を受けた年度（以下「交付決定年度」という ）の１２月３１。

日現在の工事の進捗状況ついて、様式第５号による報告書を翌月１０日までに知事に提出しなけれ

ばならない（ただし、対象事業が交付決定年度の１１月３０日の時点で完了し、又は中止し、若し

くは廃止されているときを除く 。。）

（承認を要しない変更）

第７条 規則第１２条第１項の知事が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

（１）本補助金の増額又は補助対象経費の２０パーセントを超える減額を伴う変更（ただし、本補

助金の減額が生じない場合を除く ）。

（２）建物の規模又は構造の変更のうち、施設の機能を著しく変更するもの

（３）建物等の用途の変更

（４）入所定員又は利用定員の変更

２ 第５条第１項の規定は、変更等の承認について準用する。この場合において、同項中「財源に充

当する国の交付金の交付を申請してから当該交付の決定」とあるのは「変更等について厚生労働大

臣の承認を申請してから当該承認」と読み替えるものとする。

（実績報告の時期等）

第８条 規則第１７条第１項の規定による報告（以下「実績報告」という ）は、次に掲げる日まで。」

に行わなければならない。

（１）規則第１７条第１項第１号又は第２号の場合にあっては、対象事業の完了、中止又は廃止の

日から１４日を経過する日と、交付決定年度の翌年度の４月２日のいずれか早い日

（２）規則第１７条第１項第３号の場合にあっては、対象事業の完了予定年月日の属する年度の翌

年度の４月２０日

２ 規則第１７条第１項の報告書に添付すべき同条第２項第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞ

れ様式第６号―１（ただし、国交付要綱５に掲げる防犯対策強化に係る整備の場合にあっては様式

第６号－２）及び様式第２号によるものとする。

３ 補助事業者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額（以下「実績報

告控除税額」という ）が交付決定額に係る仕入控除税額（以下「交付決定控除税額」という ）を。 。

超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。

４ 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実

績報告控除税額（交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額）

を超えるときは、様式第７号により速やかに知事に報告し、知事の返還命令を受けて、その超える

額に対応する額を県に返還しなければならない。



（財産の処分の制限）

第９条 規則第２５条第２項ただし書の期間は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施

行令（昭和３５年政令第２５５号）第１４条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が別に定める

期間とする。

２ 規則第２５条第２項第４号の財産は、次のいずれかに該当するものとする。

（１）取得価格又は効用の増加価格が単価３０万円以上の機械及び器具

（２）その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして知事が別に定めるもの

３ 第５条第１項の規定は、規則第２５条第２項の承認について準用する。この場合において、第６

５条第１項中「財源に充当する国の交付金の交付を申請してから当該交付の決定」とあるのは 「処、

分について厚生労働大臣の承認を申請してから当該承認」と読み替えるものとする。

（提出書類の部数）

第１０条 規則及びこの要綱の規定により知事に提出する書類は、正副２部とする。

（雑則）

第１１条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、子育て・

人財局長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成１８年２月３日から施行し、平成１７年４月１日から適用する。

附 則

１ この要綱は、平成２０年７月８日から施行し、平成２０年４月１日から適用する。

２ 前項の規定にかかわらず、平成２０年３月３１日までに交付決定を受けた本補助金は、なお

従前の例による。

附 則

１ この要綱は、平成２１年９月１６日から施行し、平成２１年４月１日から適用する。

２ 前項の規定にかかわらず、平成２１年３月３１日までに交付決定を受けた本補助金は、なお

従前の例による。

附 則

１ この要綱は、平成２４年７月１９日から施行し、平成２４年４月１日から適用する。

２ 前項の規定にかかわらず、平成２４年３月３１日までに交付決定を受けた本補助金は、なお

従前の例による。

附 則

１ この要綱は、平成２４年９月２１日から施行し、平成２４年４月１日から適用する。

２ 前項の規定にかかわらず、平成２４年３月３１日までに交付決定を受けた本補助金は、なお

従前の例による。

附 則

１ この要綱は、平成２６年６月２６日から施行し、平成２６年４月１日から適用する。

２ 前項の規定にかかわらず、平成２６年３月３１日までに交付決定を受けた本補助金は、なお

従前の例による

附 則

１ この要綱は、平成３０年３月２８日から施行し、平成２９年４月１日から適用する。



２ 前項の規定にかかわらず、平成２９年３月３１日までに交付決定を受けた本補助金は、なお

従前の例による

附 則

この要綱は、令和元年７月４日から施行し、平成３１年４月１日から適用する。ただし、改正後

の第１１条の規定については、令和元年７月５日から施行する。



別表（第２条、第３条関係）

１ ２ ３

施 設 の 種 類 設置根拠法令等 設 置 主 体

（１）児童福祉法に基づく施設等 社会福祉法人、日本赤

十字社（児童厚生施設を

ア 児童福祉施設（ただし、助産 児童福祉法（昭和２２年法律第 除く 、公益社団法人、。）

施設、乳児院、母子生活支援施 １６４号）第３５条第４項 公益財団法人又は県が認

設、児童厚生施設、児童養護施 めた法人（※）

設、児童心理治療施設、児童自

立支援施設、児童家庭支援セン

ターに限る ）。

イ 児童自立生活援助事業所 児童福祉法第６条の３第１項

ウ 小規模住居型児童養育事業所 児童福祉法第６条の３第８項

（２）婦人保護施設 売春防止法（昭和３１年法律第 社会福祉法人

１１８号）第３６条

（３）その他の施設 別途厚生労働大臣が定める基準 社会福祉法人又は日本

、 、等 赤十字社 公益社団法人

公益財団法人

※ 「県が認めた法人」とは、児童自立生活援助事業所にあっては児童福祉法第６条の３第１項、小

規模住居型児童養育事業所にあっては同法第６条の３第８項に基づき事業を実施する県が認めた法

人をいう。



様式第１号－１（第４条関係）

年度鳥取県次世代育成支援対策施設整備費補助金事業計画書

１ 実施施設の概要

（１）施設の名称及び所在地

（２）施設の種類

（３）事業の目的及び効果

（４）設置主体及び経営主体

（５）入所（利用）定員

現 在 定 員 増 加 定 員 合 計

人 人 人

（ ） （ ） （ ）世帯 世帯 世帯

（注） 母子生活支援施設については、利用世帯数及び利用定員を記入すること。

２ 施設整備に係る事業計画

（１）施設の規模及び構造

ア 整備事業（解体撤去工事費・仮設施設工事を除く ）。

（ア）敷地面積 ㎡

（イ）敷地の所有関係（自己所有地、借地、買収（予定）地の別）

（ウ）施設整備の区分（創設、拡張等の別）

（エ）建物の面積 建築面積 ㎡ 、 延面積 ㎡

（オ）建物の構造 （ 造）

イ 解体撤去工事（既存施設に係るもの）

（ア）建物の面積 建築面積 ㎡ 、 延面積 ㎡

（イ）建物の構造 （ 造）

（ウ）建築年月日

（エ）補助金の区分（ 年度：国庫・民間・自己資金・その他）

（オ）処分（取りこわし）年月日

ウ 仮設施設工事

（ア）建物の面積 建築面積 ㎡ 、 延面積 ㎡

（イ）建物の構造 （ 造）

（２）整備費内訳

ア 主 体 工 事 費 円

イ 工 事 事 務 費 円

ウ 小 計 （ 本 体 工 事 費 ） 円

エ 特 殊 附 帯 工 事 費 円

オ 解 体 撤 去 工 事 費 及 び

仮 設 施 設 整 備 工 事 費

（ 解 体 撤 去 工 事 費 ） 円

（ 仮 設 施 設 整 備 工 事 費 ） 円

カ そ の 他 工 事 費 円



キ 地 域 交 流 ス ペ ー ス 円

ク 合 計 円

（３）施工期間

ア 契約年月日

イ 着工年月日

ウ 竣工年月日

エ 竣工後の事業開始年月日

オ 解体撤去工事関係

（ア）着工年月日

（イ）完了年月日

カ 仮設施設工事費関係

（ア）工事期間

（イ）仮設施設の使用期間

３ 他の補助金の活用の有無

※「有」の場合は、活用する補助金名やその事業内容、当該補助金に係る問合せ先（補助金

を所管している部署名や団体名及び連絡先）を記載すること。

４ 消費税の取扱い

※「一般課税事業者 「簡易課税事業者 「免税事業者」の別を記載すること。」 」

５ 抵当権設定の有無

※ 平成２０年４月１７日付雇児発第０４１７００１号厚生労働省社会・援護局長通知「厚生

労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について」の別添１「厚生労働省所管一般会計

補助金等に係る財産処分承認基準」第３の３の（１）に規定する抵当権の設定の有無の別を

記載すること。

６ その他参考事項

、 。※ 止むを得ない事情で県内事業者への発注が困難である場合は その事情を記載すること

７ 添付書類

（１）補助金申請額内訳書（別紙）

（２）工事請負契約書の写し

※ 仮設施設整備を行う場合であって、賃貸借による場合は賃貸借契約書の写しを添付す

ること。

（３）工事費費目別内訳書

（４）工程表

※ 複数年にまたがって整備をする場合は、年度ごとの進捗割合が明記されたものを添付

すること。

（５）建物配置図、建物平面図（建物面積を明記したものお帯）及び建物立面図

※ 建物配置図は整備前のもの、整備後のもの及び整備前後を重ねたものを、建物平面図

は各階の整備前のもの及び整備後のものを、建物立面図は整備前のもの及び整備後の

ものを添付すること。

※ 拡張、改造等建物の一部を整備する場合は、既存部分との関係を明示すること。

（６）整備後の各室ごとに室名及び面積を明らかにした表

（７）整備前の建物内外主要部分の写真台帳



（ 、※ 写真ごとの撮影位置及び撮影方向を記載した図面 例：建物配置図や平面図を利用し

撮影位置に写真番号を、撮影方向に矢印を記載した図面）も添付すること。



様式第１号－２（第４条関係）

年度防犯対策強化整備計画書

１ 防犯計画の概要

施設種別 施設名 設置主体 所在地 対象経費の 補助金申請額

実支出予定額

合 計

２ 防犯対策強化に係る整備の概要及び整備が必要な理由

施 設 名 防犯対策強化に係る整備の概要及び整備が必要な理由

※ 整備が必要な理由は、経緯及び整備の現状を踏まえ、整備による効果等について具体

的に記載すること。

３ 他の補助金の活用の有無

※「有」の場合は、活用する補助金名やその事業内容、当該補助金に係る問合せ先（補助金

を所管している部署名や団体名及び連絡先）を記載すること。

４ 消費税の取扱い

※「一般課税事業者 「簡易課税事業者 「免税事業者」の別を記載すること。」 」

５ 添付資料

（１）補助金申請額内訳書（別紙）

（２）工事請負業者２社の見積書の写し

（３）建物配置図及び建物平面図

※ 整備する防犯対策強化のための外構や非常通報装置等の設置位置を明示すること。

（４）整備前の建物内外主要部分の写真台帳

（ 、※ 写真ごとの撮影位置及び撮影方向を記載した図面 例：建物配置図や平面図を利用し

撮影位置に写真番号を、撮影方向に矢印を記載した図面）も添付すること。



別紙

年度鳥取県次世代育成支援対策施設整備費補助金申請額内訳書

設置者

施設種別

施設名

設置者の 対象経費の 寄付金その 県補助 国 交 付 金 算 定 額 県 補 助 県 補 助 県 補 助
実 支 出 差 引 額 選定額

施 設 種 別 総事業費 （予定）額 他の収入額 定 員 交付基礎 基準点数 交付基礎額 限 度 額 基 本 額 所 要 額
点 数

Ｉ(=H
A 円 B (≦A) 円 C 円 D(=A-C)円 円 F G 点 H(=F×G) 点 ×1,000）円 J 円 円 円E K L

施 設 整 備 費 計

小 計

小 計

（注 （１）工事請負契約等を締結する単位で作成すること。）
（２）算出に当たっては、本体、地域交流スペース、その他工事別とし、小計を設けること。
（３）Ｃ欄には、移行時特別積立金を含めること。
（４）Ｅ欄には、Ｂ欄の額とＤ欄の額とを比較して少ない方の額に県補助率を乗じた額を記入すること。
（５）防犯対策強化に係る整備の場合における「国交付金算定額」欄のＨ欄については、最も低い見積り額を２，０００（児童厚生施設の場合は３，０００）で除した点数（非常通報装置等の設置

の場合は、その点数と９００点とを比較して少ない方の点数）を記入すること。
（ ） 、 、 （ ， ） （ ）６ Ｊ欄には Ｂ欄の額とＤ欄の額とを比較して少ない方の額に国補助率を乗じた額とＩ欄の額とを比較し その少ない方の額 １ ０００円未満切捨て に２分の３ 児童厚生施設の場合は２

を乗じた額を記入すること。なお、交付金算定方法が国交付要綱８によらない整備区分については、各々の算出方法に基づき算出した基準額（対象経費のみ）の合計額に２分の３（児童厚生施
設の場合は２）を乗じたものを 欄に記入すること。J

（７）Ｋ欄には、Ｅ欄の額とＪ欄の額とを比較して少ない方の額を記入すること。
（８）Ｌ欄には、１，０００円未満を切り捨てたＫ欄の額を記入すること。
（９）Ｅ欄、Ｊ欄、Ｋ欄及びＬ欄の「小計」及び「施設整備費計」欄については、内訳の金額の記入の有無に関係なく必ず記入すること。



様式第２号（第４条、第８条関係）

年度鳥取県次世代育成支援対策施設整備事業収支予算（決算見込み）書

（単位：円）

収入の部

区 分 金 額 摘 要

鳥取県補助金

計

支出の部

区 分 金 額 摘 要

施設整備費

計



様式第３号（第５条関係）

年 月 日

様

職 氏 名 印

年度鳥取県次世代育成支援対策施設整備費補助金交付決定通知書

年 月 日付の申請書（以下｢申請書｣という ）で申請のあった鳥取県次世代。

育成支援対策施設整備費補助金（以下｢本補助金｣という ）については、鳥取県補助金等交付。

規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下｢規則｣という ）第６条第１項の規定に基づき、。

下記のとおり交付することに決定したので、規則第８条第１項の規定により通知します。

記

１ 対象事業

本補助金の対象事業は 「○○○○事業」とし、その内容は、○○○○とする。、

２ 交付決定額等

本補助金の算定基準額及び交付決定額は、次のとおりとする。ただし、対象事業の内容が

変更された場合におけるそれらの額については、別に通知するところによる。

（１）算定基準額 金 円

（２）交付決定額 金 円

３ 経費の配分

本負担（補助）金の対象経費の配分は、○○○○とする。ただし、対象事業の内容が変更

された場合については、別に通知するところによる。

４ 交付額の確定

本補助金の額の確定は、対象経費の実績額等について、鳥取県次世代育成支援対策施設整

備費補助金交付要綱（平成１８年２月３日付第２００５００１１５４９２号鳥取県福祉保健

部長通知。以下｢要綱｣という ）第３条第３項及び第５条第３項の規定を適用して算定した。

額と、前記２の（２）の交付決定額（変更された場合は、変更後の額とする ）のいずれか。

低い額により行う。

５ 補助規程の遵守



本負担（補助）金は、間接国費補助金に該当するものであり、その収受及び使用、対象事

業の遂行等に当たっては、規則及び要綱のほか、補助金等に係る予算の執行の適正化に関す

る法律（昭和３０年法律第１７９号 、補助金に係る予算の執行の適正化に関する法律施行）

令（昭和３０年政令第２５５号）及び厚生労働省所管補助金等交付規則（平成１２年厚生労

働省令第６号）の規定に従わなければならない。

６ 交付の条件

（１）整備計画の計画変更に伴う事業に要する経費の配分の変更をする場合には、知事の承

認を受けなければならない。

（２）事業の内容のうち、整備計画に記載された建物等の用途を変更する場合には、知事の

承認を受けなければならない。

（３）整備計画に記載された事業を中止、又は廃止（一部の中止、又は廃止を含む ）する場。

合には、知事の承認を受けなければならない。

（４）整備計画に基づく事業が計画期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった

場合には、速やかに知事に報告してその指示を受けなければならない。

（５）知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全

部又は一部を県に納付させることがある。

（６）事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善

良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならな

い。

（７）事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を

受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。

（８）事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契

約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

（９）事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど県が行う契約

手続の取扱いに準拠しなければならない。

（10）この補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金、又は

財団法人JKA若しくは日本船舶振興会の補助金の交付を受けてはならない。

（ ） 、 、11 事業により取得し 又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し

又は効用の増加した価格が単価３０万円以上の機械及び器具については、補助金等に係

る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号、以下「適化法

施行令」という ）第１４条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を。

、 、経過するまで知事の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し 譲渡し

交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し又は廃棄してはならない。

（12）事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠

書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日（事業の中止又は

廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管

しておかなければならない。

ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前記の期間を経

過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適化法施行令第14条第１項第２号の規定

により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておか

なければならない。

（13）事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消

費税に係る仕入控除税額が確定した場合（仕入控除税額が0円の場合を含む ）は、様式。

第７号に準じて速やかに、遅くとも補助事業の完了日の属する年度の翌々年度６月30日



までに知事に報告しなければならない。

なお、事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、一支所等）であ

って、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又は本社、本所等）で消費税

及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき

報告を行うこと。

また、補助金に係る仕入税額控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除

税額を県に返還しなければならない。



様式第４号（第６条関係）

年度鳥取県次世代育成支援対策施設整備費補助金に係る施設の工事着工報告書

施 設 の 種 別 施 設 の 名 称 設 置 団 体

直営・請負の別

構 造 造

契 約 年 月 日

建物の構造及び面積 建築面積 ㎡ 工 事 費 合 計 円

着 工 年 月 日

延 面 積 ㎡

完成予定年月日

年 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月

（ ）金額 円

出 来 高

％

（注）明許繰越を行った事業については 「 年度からの繰越分 」と明記すること。、（ ）



様式第５号（第６条関係）

年度鳥取県次世代育成支援対策施設整備費補助金に係る施設の工事進捗状況報告書

施設の種類

創設、拡張 県負担 補助 １２月末日の ３月末日まで（ ）

施 設 名 設 置 主 体 繰 越 見 込 高 繰 越 見 込 額 備 考

等の別 額 出来高 の出来高見込

Ａ 円 Ｂ ％ Ｃ ％ Ｄ(100-Ｃ) ％ Ｅ(Ａ×Ｄ) 円

合 計

（注）明許繰越を行った事業については「 年度からの繰越分 」と明記すること。（ ）



様式第６号－１（第８条関係）

年度鳥取県次世代育成支援対策施設整備事業実績報告書

１ 対象施設の概要

（１）施設の名称及び所在地

（２）施設の種類

（３）設置主体及び経営主体

（４）入所（利用）定員

現 在 定 員 増 加 定 員 合 計

人 人 人

（ ） （ ） （ ）世帯 世帯 世帯

（注） 母子生活支援施設については、利用世帯数及び利用定員を記入すること。

２ 施設整備費に係る事業内容

（１）施設の規模及び構造

ア 整備事業（解体撤去工事費・仮設施設工事を除く ）。

（ア）敷地面積 ㎡

（イ）敷地の所有関係（自己所有地、借地、買収（予定）地の別）

（ウ）施設整備の区分（創設、拡張等の別）

（エ）建物の面積 建築面積 ㎡ 、 延面積 ㎡

（オ）建物の構造 （ 造）

イ 解体撤去工事（既存施設に係るもの）

（ア）建物の面積 建築面積 ㎡ 、 延面積 ㎡

（イ）建物の構造 （ 造）

（ウ）建築年月日

（エ）補助金の区分（ 年度：国庫・民間・自己資金・その他）

（オ）処分（取りこわし）年月日

ウ 仮設施設工事

（ア）建物の面積 建築面積 ㎡ 、 延面積 ㎡

（イ）建物の構造 （ 造）

（２）支出済事業費総額

ア 主 体 工 事 費 円

イ 工 事 事 務 費 円

ウ 小 計 （ 本 体 工 事 費 ） 円

エ 特 殊 附 帯 工 事 費 円

オ 円解 体 撤 去 工 事 費 及 び 仮 設 施 設 整 備 工 事 費

（解体撤去工事費） 円

（仮設施設整備工事費） 円

カ そ の 他 工 事 費 円



キ 地 域 交 流 ス ペ ー ス 円

ク 合 計 円

（３）施工期間

ア 契約年月日

イ 着工年月日

ウ 竣工年月日

エ 竣工後の事業開始年月日

オ 解体撤去工事関係

（ア）着工年月日

（イ）完了年月日

カ 仮設施設工事関係

（ア）工事期間

（イ）仮設施設の使用期間

３ 他の補助金の活用の有無

※「有」の場合は、活用する補助金名やその事業内容、当該補助金に係る問合せ先（補助金

を所管している部署名や団体名及び連絡先）を記載すること。

４ 消費税の取扱い

※「一般課税事業者 「簡易課税事業者 「免税事業者」の別を記載すること。」 」

５ 抵当権設定の有無

※ 平成２０年４月１７日付雇児発第０４１７００１号厚生労働省社会・援護局長通知「厚生

労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について」の別添１「厚生労働省所管一般会計

補助金等に係る財産処分承認基準」第３の３の（１）に規定する抵当権の設定の有無の別を

記載すること。

６ 添付書類

（１）補助金精算額内訳書（別紙１）

（２）工事契約金額報告書（別紙２）

※ 契約ごとに施工業者が異なる場合は施工業者ごとに作成すること。

（３）工事完了を確認するに足る検査済証の写し

※ 建築基準法第７条第５項又は第１８条第１８項の規定による検査済証

（４）工事請負契約書の写し

※ 仮設施設整備を行う場合であって、賃貸借による場合は賃貸借契約書の写しを添付す

ること。

（５）工事費費目別内訳書

（６）工程表

※ 複数年にまたがって整備をする場合は、年度ごとの進捗割合が明記されたものを添付

すること。

（７）建物配置図、建物平面図（建物面積を明記したものお帯）及び建物立面図

※ 建物配置図は整備前のもの、整備後のもの及び整備前後を重ねたものを、建物平面図

は各階の整備前のもの及び整備後のものを、建物立面図は整備前のもの及び整備後の

ものを添付すること。

※ 拡張、改造等建物の一部を整備する場合は、既存部分との関係を明示すること。

（８）整備後の各室ごとに室名及び面積を明らかにした表



（９）整備後の建物内外主要部分の写真台帳

（ 、※ 写真ごとの撮影位置及び撮影方向を記載した図面 例：建物配置図や平面図を利用し

撮影位置に写真番号を、撮影方向に矢印を記載した図面）も添付すること。

（ ）解体撤去建物に係る解体前中後の写真台帳10
※ 添付書類（９）の※に同じ。なお、解体前中後の各写真は、解体状況が瞭然となるよ

う、可能な限り同じ位置・方向から撮影すること。

（ ）抵当権の設定を証明できる書類（登記簿の写し等）11
※ 上記５の抵当権を設定している場合に添付すること。



様式第６号－２（第８条関係）

年度防犯対策強化整備計画実績の概要

１ 防犯計画の概要

施設種別 施設名 設置主体 所在地 対象経費の実支 補助金精算額

出額（実績額）

合 計

２ 防犯計画と実績との比較及び進捗状況

施 設 名 防犯計画と実績との比較及び進捗状況

３ 他の補助金の活用の有無

※「有」の場合は、当該補助金の名称、事業内容、問合せ先を記載すること。

４ 消費税の取扱い

※「一般課税事業者 「簡易課税事業者 「免税事業者」の別を記載すること。」 」

５ 添付資料

（１）補助金精算額内訳書（別紙１）

（２）工事契約金額報告書（別紙２）

（３）工事請負契約書の写し

※ 契約書を省略している場合は、当該工事請負業者の見積書の写しを添付すること。

（４）建物配置図及び建物平面図

※ 整備した防犯対策強化のための外構や非常通報装置等の設置位置を明示すること。

（５）整備後の建物内外主要部分の写真台帳

（ 、※ 写真ごとの撮影位置及び撮影方向を記載した図面 例：建物配置図や平面図を利用し

撮影位置に写真番号を、撮影方向に矢印を記載した図面）も添付すること。



別紙１

年度鳥取県次世代育成支援対策施設整備費補助金精算額内訳書

設置者

施設種別

施設名

設置者の 対象経費 寄付金 県補助 国 交 付 金 算 定 額 県補助 県補助 県補助 県補助 県補助 差 引
の実支出 その他 差 引 額 選定額 限度額 基本額 所要額 交付 金受入

施設種別 総事業費 額 の収入 定 員 交付基礎 基準点数 交付基礎額 決定額 済額 過不足額
額 点 数

I(=H
A 円 B(≦A)円 C 円 D(=A-C)円 円 F G 点 H(=F×G) 点 ×1,000）円 円 K 円 L 円 M 円 N 円 O(=N-L)円E J

施設整備費計

小計

小計

（注 （１）工事請負契約等を締結する単位で作成すること。）
（２）算出に当たっては、本体、地域交流スペース、その他工事別とし、小計を設けること。
（３）Ｃ欄には、移行時特別積立金を含めること。
（４）Ｅ欄には、Ｂ欄の額とＤ欄の額とを比較して少ない方の額に県補助率を乗じた額を記入すること。
（５）防犯対策強化に係る整備の場合における「国交付金算定額」欄のＨ欄については、最も低い見積り額を２，０００（児童厚生施設の場合は３，０００）で除した点数（非常通報装置等の設置

の場合は、その点数と９００点とを比較して少ない方の点数）を記入すること。
（ ） 、 、 （ ， ） （ ）６ Ｊ欄には Ｂ欄の額とＤ欄の額とを比較して少ない方の額に国補助率を乗じた額とＩ欄の額とを比較し その少ない方の額 １ ０００円未満切捨て に２分の３ 児童厚生施設の場合は２

を乗じた額を記入すること。なお、交付金算定方法が国交付要綱８によらない整備区分については、各々の算出方法に基づき算出した基準額（対象経費のみ）の合計額に２分の３（児童厚生施
設の場合は２）を乗じたものを 欄に記入すること。J

（７）Ｋ欄には、Ｅ欄の額とＪ欄の額とを比較して少ない方の額を記入すること。
（８）Ｌ欄には、１，０００円未満を切り捨てたＫ欄の額を記入すること。
（９）Ｅ欄、Ｊ欄、Ｋ欄、Ｌ欄、Ｍ欄、Ｎ欄及びＯ欄の小計及び計の欄については、内訳の金額の記入の有無に関係なく必ず記入すること。



別紙２

番 号

年 月 日

職 氏 名 様

対象事業者

施 行 業 者

工 事 契 約 金 額 報 告 書

発注者（委託者）○○○○と請負者（受託者）△△△は、◇◇◇施設建設工事に係る工事請

負契約（設計監理委託契約）を次のとおり締結し施工するとともに、県の負担（補助）金につ

いても、これに基づき算定したことを報告する。

契 約 年 月 日 金 額

当初○○工事請負契約 年 月 日 金 円

○○変更（追加）契約 年 月 日 金 円

年 月 日 金 円

設計監理委託契約 年 月 日 金 円

年 月 日 金 円



様式第７号（第９条関係）

番 号

年 月 日

鳥取県知事 殿

住 所

氏 名 印

（ 、 ）団体にあっては 団体名称及び代表者氏名

年度鳥取県次世代育成支援対策施設整備費補助金仕入控除税額報告書

年 月 日第 号で交付決定を受けた 年度鳥取県次世代育成支援対策施設整

備補助金の消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額については、下記のとおり報告する。

記

１ 施設の種別及び名称

２ 鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号）第１８条第１項の規定によ

る確定額又は事業実績報告による精算額

金 円

３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額

（要補助金返還相当額）

金 円

４ 添 付 書 類

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の積算内訳及び確定申告書の写し


